
３５大阪における人権啓発（事業）の現状と課題

４
 

３
人
権
・
啓
発
部
門

そ
う
い
う
意
味
で
も
一
層
の
積
極
推
進
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

今
曰
、
啓
発
の
具
体
的
な
す
す
め
方
に
つ
い
て
も
、
創
意
・
工

夫
論
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
意
見
が
で
て
い
る
。
特
に
、
「
さ
せ
ら
れ

る
学
習
か
ら
、
し
た
い
学
習
に
」
し
て
い
く
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
の
か
ｌ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
啓
発
の
手

法
や
中
身
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
な
成
果
が
で
て
き
て
い
る
。

啓
発
の
あ
り
方
と
同
時
に
、
「
同
和
」
教
育
も
含
め
て
そ
の
中
身

が
問
わ
れ
て
き
て
い
る
し
、
ま
た
、
行
政
が
行
な
う
啓
発
の
あ
り

方
や
民
間
啓
発
団
体
の
活
動
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
第
三
期
の
運

動
な
り
事
業
の
改
革
な
り
、
そ
う
い
っ
た
大
き
な
改
革
の
方
向
と

啓
発
の
あ
り
方
と
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
、
い
ろ

い
ろ
な
問
題
意
識
が
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、

現
状
の
検
討
を
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

大
阪
で
は
運
動
と
事
業
の
分
離
分
担
と
い
う
こ
と
で
、
大
阪
府

同
和
事
業
促
進
協
議
会
（
府
同
促
）
は
事
業
を
担
当
し
て
い
る
が
、

い
ろ
い
ろ
改
革
論
議
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
啓
発
に
つ

い
て
は
、
一
層
の
積
極
的
な
充
実
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま

で
の
地
対
協
意
見
具
申
や
大
阪
府
「
同
対
審
」
で
も
、
た
び
た
び

指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
ら
ぱ
ど
う
い
う
形
で
充

実
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
和
対
策
事
業
改
革
論
議

の
な
か
で
啓
発
事
業
の
再
検
討
が
必
要
で
、
現
状
を
み
つ
め
な
が

ら
、
啓
発
事
業
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
ど
お
り
で
い
い
の
か
ど
う

か
を
事
業
展
開
の
中
で
も
考
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ま
で
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
差
別
の
結
果
に
対
す
る
対
策
、

１
府
の
啓
発
事
業
の
現
状

①
府
と
府
同
促
で
検
討
対
象
と
し
て
き
た
啓
発
事
業
は
、
四

四
事
業
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
、
今
年
度
か
ら
九
事
業
が
新

設
・
改
善
さ
れ
た
。

ニ
大
阪
啓
発
事
業
の
現
状

大
阪
に
お
け
る
人
権
啓
発
（
事
業
）
の
現
状
と
課
題

は
じ
め
に

Ｉ ２
啓
発
の
体
系

大
阪
府
の
啓
発
事
業
を
体
系
的
に
整
理
し
て
み
る
と
、
⑪
広
域

的
啓
発
媒
体
（
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、
新
聞
、
府
の
広
報
紙
、
資
材

等
）
②
統
一
啓
発
行
事
の
開
催
（
人
権
週
間
や
憲
法
週
間
記
念
事

業
、
就
職
差
別
撤
廃
月
間
行
事
等
）
③
広
域
啓
発
団
体
へ
の
支
援

（
共
同
事
業
の
推
進
、
人
的
・
予
算
的
支
援
）
側
業
界
・
団
体
へ

の
働
き
か
け
（
経
済
団
体
、
不
動
産
業
界
、
医
療
関
係
団
体
、
外

廓
団
体
等
）
⑤
啓
発
指
導
者
育
成
の
場
づ
く
り
（
社
会
同
和
教
育

指
導
者
研
究
協
議
会
、
企
業
内
同
和
問
題
研
修
推
進
員
研
修
会
、

府
人
権
協
指
導
者
養
成
講
座
、
行
政
関
係
者
研
修
等
）
⑥
啓
発
資

材
・
ノ
ウ
ハ
ウ
等
の
提
供
（
広
報
公
聴
セ
ミ
ナ
ー
、
啓
発
手
法
研

修
会
、
啓
発
物
品
の
提
供
等
）
、
拠
点
的
啓
発
施
設
の
設
置
（
財
・

大
阪
府
人
権
歴
史
資
料
館
、
視
聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
⑧
部
落
差

別
調
査
等
規
制
等
条
例
（
条
例
の
施
行
、
条
例
啓
発
の
推
進
等
）

⑨
市
町
村
へ
の
支
援
（
啓
発
事
業
委
託
、
啓
発
資
材
・
ノ
ウ
ハ
ウ

等
の
提
供
等
）
ｌ
と
い
う
こ
と
に
な
る
．

総
じ
て
い
え
ば
、
市
町
村
が
地
域
の
実
態
に
即
し
、
地
域
住
民

に
密
着
し
た
き
め
細
か
な
啓
発
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
の
に
比

べ
、
府
は
広
域
的
、
統
一
的
、
拠
点
的
事
業
を
展
開
し
て
い
る
と

い
え
る
。

つ
い
で
の
こ
と
な
が
ら
、
国
は
と
い
う
と
、
全
国
的
観
点
に
立

つ
ま
り
被
差
別
部
落
お
よ
び
部
落
住
民
に
対
す
る
対
策
が
同
和
事

業
や
同
和
行
政
な
の
だ
と
い
う
形
で
あ
っ
た
と
い
う
か
、
中
心
で

あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
差
別
は
、
ま
ず
差
別
す
る
側
が
あ

っ
て
被
差
別
の
側
が
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
根
本
的
に
は
、
今

曰
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
差
別
の
原
因
、
具
体
的
に
は
部
落

外
の
差
別
す
る
姿
を
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
部
落

の
実
態
が
ど
う
か
は
、
部
落
に
対
す
る
対
策
の
あ
り
方
と
し
て
考

え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
問
題
は
、
社
会
（
部
落
外
）
に
部

落
差
別
が
あ
る
限
り
こ
れ
を
な
く
し
て
い
く
行
政
は
積
極
的
に
展

開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

差
別
の
原
因
に
対
す
る
本
格
的
な
取
り
組
み
こ
そ
が
本
来
「
同

和
」
行
政
な
ん
だ
と
い
う
意
味
か
ら
す
る
と
、
そ
の
重
要
な
柱
と

し
て
の
部
落
問
題
を
中
心
と
し
た
人
権
啓
発
事
業
と
い
う
も
の
の

本
格
的
な
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

村
井

茂
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４
市
町
村
の
啓
発
体
制

①
組
織

大
阪
府
内
の
自
治
体
が
一
体
あ
る
い
は
連
携
し
て
啓
発
の
充
実

を
す
す
め
て
い
く
た
め
の
組
織
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
、

府
の
啓
発
体
制
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
「
映
像
協
」
「
大
連
協
（
啓
発

部
会
）
」
「
人
権
啓
発
連
」
の
他
に
、
市
長
会
に
お
い
て
は
、
「
同
和

対
策
部
会
同
和
主
担
者
会
議
」
「
同
和
対
策
部
会
人
権
啓
発
主
担
者

会
議
」
が
、
町
村
長
会
に
お
い
て
は
同
和
主
担
者
会
議
が
設
置
さ

れ
て
い
る
。

②
各
市
町
村
の
状
況

人
権
啓
発
担
当
課
、
各
人
権
問
題
（
部
落
問
題
・
外
国
人
問
題
・

女
性
・
障
害
者
）
の
担
当
窓
□
の
状
況
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ

る
。ま
た
、
人
権
啓
発
に
関
す
る
基
本
方
針
等
の
策
｛
正
状
況
を
調
べ

て
み
た
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

円
滑
な
推
進
を
図
る
。

ま
た
、
こ
こ
数
年
の
う
ち
に
行
政
機
構
の
な
か
に
新
た
に
、
同

和
対
策
担
当
課
と
別
途
に
人
権
啓
発
の
担
当
課
が
府
や
市
町
村
に

つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
「
大
阪
府
自
治
体
人
権
啓

発
連
絡
会
議
」
（
府
・
市
町
村
）
が
最
近
に
な
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い

る
。

大
阪
府
庁
内
の
啓
発
体
制
と
し
て
は
、
⑪
「
大
阪
府
人
権
啓
発

推
進
本
部
」
が
一
九
八
二
年
四
月
一
曰
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
知

事
が
本
部
長
と
な
り
、
庶
務
担
当
は
国
際
室
（
人
権
平
和
室
）
で

あ
る
。
啓
発
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
た
め
、
府
の
人

権
啓
発
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
関
す
る
こ
と
、
関
係
部
（
局
）

の
行
う
人
権
啓
発
事
業
に
係
わ
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
を
所

管
す
る
。
②
「
大
阪
府
同
和
対
策
推
進
会
議
」
二
九
八
七
年
五
月

二
五
日
設
置
・
会
長
は
副
知
事
・
庶
務
は
同
和
対
策
室
調
整
課
）

は
、
各
部
の
同
和
対
策
の
有
機
的
か
つ
計
画
的
な
実
施
を
図
ろ
た

め
の
必
要
な
調
整
を
行
う
。
③
「
同
和
問
題
啓
発
推
進
検
討
会
議
」

二
九
九
二
年
五
月
一
九
曰
設
置
・
庶
務
は
同
和
対
策
室
指
導
課
）

っ
た
啓
発
の
企
画
・
立
案
と
い
う
こ
と
で
、
政
府
広
報
の
活
用
、

啓
発
活
動
の
現
況
の
と
り
ま
と
め
、
啓
発
推
進
の
た
め
の
指
針
策

定
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
啓
発
指
導
者
の
養
成
、
全
国
的
に

活
用
可
能
な
啓
発
媒
体
の
作
成
及
び
情
報
の
収
集
と
提
供
、
啓
発

活
動
の
委
託
ｌ
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
．

こ
れ
ら
の
啓
発
事
業
は
、
直
接
的
に
府
民
へ
、
ま
た
民
間
啓
発

団
体
を
通
じ
て
府
民
・
企
業
・
各
種
団
体
へ
と
及
ぼ
さ
れ
て
い
く
。

そ
し
て
、
社
会
生
活
、
職
場
、
社
会
教
育
の
分
野
へ
広
が
り
、
影

響
を
与
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

３
啓
発
の
体
制

名
市
市
町
市
市
市

市
市
市
市
市

耐
槻
木
本
中
面
石
細
塚
燗
蜥
方
東

市
局
次
島
豊
箕
高
岸
貝
泉
東
枚
大 |lJmlnf 

1994.4現在

は
、
啓
発
事
業
関
係
二
○
課
（
一
六
課
、
’
一
一
室
、
一
所
）
等
の
課

員
で
構
成
、
府
が
実
施
す
る
啓
発
事
業
の
推
進
方
策
に
つ
い
て
検

討
を
行
う
。
側
「
同
和
問
題
啓
発
連
絡
会
議
」
二
九
八
六
年
七
月

一
日
設
置
・
庶
務
は
同
和
対
策
室
指
導
課
）
は
、
同
和
問
題
啓
発

関
係
七
課
（
三
課
、
四
室
）
等
で
構
成
、
同
和
問
題
の
啓
発
を
効

果
的
か
つ
円
滑
に
推
進
し
て
い
く
た
め
、
関
係
課
等
に
よ
り
、
情

報
交
換
、
啓
発
の
検
討
等
を
行
う
。
⑤
「
同
和
問
題
啓
発
指
導
者

養
成
連
絡
会
」
（
一
九
九
○
年
三
月
二
六
曰
設
置
・
庶
務
は
同
和
対

策
室
指
導
課
）
は
、
同
和
問
題
啓
発
関
係
一
○
課
（
五
課
、
四
室
、

一
所
）
等
の
課
員
で
構
成
、
同
和
問
題
啓
発
に
係
わ
る
指
導
者
養

成
に
関
し
、
関
係
課
等
に
よ
り
、
情
報
交
換
、
連
絡
調
整
等
を
行

う
ｌ
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
．

そ
の
他
、
市
町
村
と
一
体
、
あ
る
い
は
連
携
し
て
取
り
組
む
体

制
と
し
て
は
、
以
下
の
組
織
が
あ
る
。
⑪
「
大
阪
同
和
問
題
映
像

啓
発
推
進
協
議
会
（
映
像
協
）
」
（
’
九
八
一
一
一
年
五
月
二
七
日
設
置
・

事
務
局
は
大
阪
府
市
長
会
事
務
局
）
は
、
大
阪
府
及
び
市
町
村
が

一
体
と
な
っ
て
啓
発
映
画
の
制
作
及
び
テ
レ
ビ
放
送
を
実
現
す
る

に
あ
た
り
、
内
容
充
実
、
広
域
的
効
果
、
事
務
能
率
か
つ
経
済
性

を
図
ろ
等
の
目
的
で
作
ら
れ
た
。
②
「
同
和
事
業
推
進
大
阪
行
政

連
絡
協
議
会
（
大
連
協
）
啓
発
部
会
」
（
一
九
八
三
年
五
月
一
一
一
○
曰

設
置
・
大
連
協
の
事
務
局
は
府
同
対
室
調
整
課
）
は
、
大
阪
府
及

び
府
下
市
町
村
が
相
互
に
連
絡
を
密
に
し
て
、
同
和
対
策
事
業
の

市町村名 名称 策定時期

高槻市 高槻市における第２次人権啓発計画について（提言） 199111 

茨木市 茨木市人権啓発基本指針 1989.12 

島本町 島本町人権啓発基本指針 1994.3 

豊中市 豊中市人権啓発基本方針 １９９２．３ 

箕面市 箕面市人権啓発基本計画 1989.4 

高石市 高石市人権啓発基本指針 1993.3 

岸和田市 岸和田市同和問題啓発基本方針 1991.4 

貝塚市 貝塚市同和問題啓発基本方針 19893 

泉佐野市 泉佐野市人権問題啓発基本方針 1991.9 

東大阪市 東大阪市在日外国人の人権に関する基本指針 1982.11 

枚方市 枚方市人権啓発基本方針 1992.3 

大東市 大東市人権啓発基本方針 1991.6 
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１
、
人
権
啓
発
推
進
大
阪
協
議
会
二
九
七
九
年
一
一
一
月
結
成
）

（
市
町
村
人
権
啓
発
住
民
組
織
・
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
・
府

同
促
等
四
七
団
体
で
構
成
）

２
、
大
阪
企
業
同
和
問
題
推
進
連
絡
協
議
会
（
一
九
八
二
年
四
月

結
成
）

（
企
業
内
同
和
問
題
研
修
推
進
員
を
置
く
事
業
所
で
組
織
さ
れ

た
地
域
企
業
同
和
問
題
連
絡
会
八
一
○
、
五
○
○
社
Ｖ
四
三
団

体
で
構
成
）

３
、
大
阪
同
和
問
題
企
業
連
絡
会
（
一
九
七
八
年
二
月
結
成
）

（
同
和
問
題
の
解
決
に
積
極
的
に
と
り
く
む
府
内
の
大
・
中
企

業
一
四
六
社
で
構
成
）

４
、
同
和
問
題
に
と
り
く
む
大
阪
宗
教
者
連
絡
会
議
（
一
九
八
二

年
四
月
結
成
）

（
二
一
教
団
八
四
、
八
○
○
宗
教
法
人
Ｖ
で
構
成
）

５
、
大
阪
府
農
協
同
和
対
策
推
進
連
絡
会
二
九
八
四
年
五
月
結

成
）（
府
内
の
六
三
農
業
協
同
組
合
、
四
連
合
会
で
構
成
）

き
た
。

②
今
後
の
対
応
〔
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
」
の
報
告
書
に
基
づ
く

府
答
申
の
具
体
化
↓
啓
発
事
業
の
積
極
的
な
推
進
〕

①
現
行
啓
発
事
業
の
改
善
・
整
理
統
合

○
事
業
の
内
容
・
手
法
が
効
果
的
か
ど
う
か
の
視
点
か
ら
見
直

す
し
事
業
の
改
善
、
整
理
統
合

・
内
容
が
啓
発
対
象
者
の
知
識
と
理
解
の
程
度
に
合
っ
て
い

る
か
ど
う
か
。

・
手
法
が
最
も
適
し
た
啓
発
媒
体
か
ど
う
か
。
ま
た
、
啓
発

媒
体
の
特
性
を
十
分
活
か
し
て
い
る
か
ど
う
か
。

○
府
と
市
町
村
の
役
割
と
機
能
分
担
の
視
点
か
ら
見
直
す
↓
事

業
の
改
善
、
整
理
統
合
、
廃
止

・
府
の
事
業
と
し
て
、
広
域
的
、
拠
点
的
、
統
一
的
な
事
業

か
ど
う
か
。

・
市
町
村
事
業
と
重
複
し
て
い
な
い
体
系
的
な
事
業
か
ど
う

か
。

②
効
果
的
な
啓
発
事
業
の
新
設

○
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
」
の
報
告
書
で
示
さ
れ
た
方
策
の
う

ち
、
現
行
事
業
の
改
善
等
で
は
対
応
で
き
な
い
場
合
、
柔
軟

な
発
想
で
時
宜
に
か
な
っ
た
新
た
な
事
業
の
創
設
に
つ
い

て
、
次
の
視
点
か
ら
検
討
す
る
。

・
長
期
的
な
視
点
に
立
っ
た
総
合
的
・
計
画
的
な
事
業
で
あ

５
民
間
啓
発
団
体

⑩
こ
れ
ま
で
の
経
緯

○
一
九
九
二
年
三
月
の
府
同
対
審
答
申
に
基
づ
き
、
「
大
阪
府
同

和
問
題
啓
発
事
業
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
」
を
一
九
九
二

年
七
月
に
設
置
し
、
今
後
の
啓
発
事
業
の
推
進
方
策
で
あ
る

「
同
和
問
題
の
効
果
的
な
啓
発
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
の
報

告
書
が
一
九
九
三
年
一
○
月
に
作
成
さ
れ
た
。

○
府
・
府
同
促
の
啓
発
ワ
ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
を
一
九
九
二

年
六
月
に
設
置
し
、
検
討
対
象
啓
発
事
業
を
確
定
（
同
和
対

策
事
業
三
一
十
一
般
事
業
一
一
一
一
Ⅱ
四
四
事
業
）
し
、
府
が
実

施
す
る
啓
発
事
業
の
推
進
に
つ
い
て
意
見
交
換
・
協
議
を
行

っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
九
三
年
度
に
新
設
・
改
善
事

業
と
し
て
七
事
業
を
実
施
し
た
。
一
九
九
四
年
度
以
降
具
体

化
す
る
事
業
と
し
て
「
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
」
の
報
告
書
に

基
づ
き
「
人
権
啓
発
ラ
ジ
オ
番
組
制
作
事
業
」
等
の
協
議
を

行
っ
て
い
る
。

○
庁
内
組
織
と
し
て
二
○
課
で
構
成
す
る
「
同
和
問
題
啓
発
推

進
検
討
会
議
」
を
一
九
九
二
年
五
月
に
設
置
し
、
府
が
実
施

す
る
啓
発
事
業
の
見
直
し
を
行
い
、
啓
発
事
業
の
積
極
的
な

推
進
に
向
け
て
事
業
の
新
設
・
改
善
等
の
検
討
が
行
わ
れ
て

式
の
導
入
等
〕

③
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

①
一
九
九
四
年
度

○
現
行
四
四
啓
発
事
業
に
つ
い
て
、
改
善
、
整
理
統
合
、
廃
止

の
確
定

○
新
規
事
業
の
構
想
検
討

○
新
規
事
業
の
柱
と
も
な
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
活
用
事
業
の
具
体

化
と
し
て
、
「
ラ
ジ
オ
を
活
用
し
た
啓
発
番
組
」
の
実
現
に
向

け
て
「
近
畿
府
県
市
の
検
討
会
議
」
で
事
業
内
容
。
協
力
体

制
等
の
確
定
し
次
年
度
に
向
け
て
近
畿
府
県
市
共
催
・
連
携

事
業
の
推
進

る
こ
と
。

・
広
域
的
、
拠
点
的
、
統
一
的
な
事
業
で

あ
る
こ
と
。

・
啓
発
媒
体
の
特
性
を
十
分
活
か
し
た
事

業
で
あ
る
こ
と
。

・
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
活
用
し
た
事
業
で
あ

る
こ
と
。

・
文
化
、
芸
術
を
取
り
入
れ
た
事
業
で
あ

る
こ
と
。

〔
参
考
函
当
面
、
検
討
す
る
事
業
①
ラ
ジ

オ
を
活
用
し
た
啓
発
番
組
②
イ
ベ
ン
ト
方

■I■■■ 

■■■■ 

■■■■■ 

府
の
啓
発
事
業
推
進
に
つ
い
て
の
検
討
と
具
体

化

①
沓 ②芭

報
の
⑤
の

言
丁
７
良

の
姜
屋
曇蒲⑥

全域

髄⑥

④ 

府事業例
①情報、ノウハウの提供②啓発

資材の整備③人材養成④世論づ

くり⑤府全域を対象とするイベ

ントの実施⑥市町村事業の支援
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②
’
九
九
五
年
度

○
長
期
的
・
総
合
的
な
視
点
か
ら
の
「
効
果
的
な
啓
発
事
業

（
案
と
の
検
討
、
作
成

○
「
府
民
人
権
意
識
調
査
」
の
実
施
し
分
析

四
啓
発
の
あ
り
方
論
議
と
今
後
の
課
題
（
い
く
つ

か
の
提
起
・
確
認
点
）

⑩
部
落
差
別
意
識
の
現
状
が
未
だ
深
刻
な
実
態
に
あ
る
こ
と
、

啓
発
活
動
が
効
果
を
あ
げ
て
い
る
面
も
あ
る
が
、
こ
れ
か
ら
本

格
的
に
と
り
く
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
し
っ
か
り
と
確
認
す

る
。

②
一
九
八
一
年
五
月
の
大
阪
府
同
和
対
策
審
議
会
答
申
（
同
和

問
題
に
関
す
る
啓
発
事
業
に
つ
い
て
）
並
び
に
一
九
九
二
年
三

月
答
申
（
人
権
啓
発
対
策
の
項
）
、
及
び
一
九
九
○
年
の
大
阪
府

民
人
権
意
識
調
査
の
分
析
結
果
を
ふ
ま
え
た
と
り
く
み
を
各
方

面
で
推
進
す
る
。

③
「
同
和
問
題
の
効
果
的
な
啓
発
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
（
大
阪

府
同
和
問
題
啓
発
事
業
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
報
告
書
、
一

九
九
三
年
一
○
月
）
を
ふ
ま
え
る
。

八
内
容
Ｖ（
今
後
の
啓
発
の
基
本
的
視
点
）

１
、
啓
発
の
基
本
姿
勢
と
し
て
、
府
民
と
共
に
学
び
行
動
す
る

二
次
部
落
解
放
人
権
啓
発
基
本
方
向
検
討
委
員
会
、
’
九
九
四

年
二
月
）
を
ふ
ま
え
る
。

八
内
容
Ｖ

１
、
転
換
の
時
代
１
１
人
権
と
生
涯
学
習
の
時
代

２
，
差
別
事
件
か
ら
み
た
課
題

３
、
意
識
調
査
結
果
か
ら
み
た
課
題

４
、
意
識
の
特
徴
か
ら
み
た
留
意
点

・
部
落
（
の
人
）
に
対
す
る
偏
見
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
が

強
い

・
差
別
さ
れ
な
い
た
め
に
、
差
別
す
る
と
い
う
行
動
傾
向
を

も
っ
て
い
る

５
、
成
人
の
学
習
の
原
則

６
、
今
後
の
啓
発
活
動
の
基
本
的
視
点

・
部
落
問
題
へ
の
関
心
を
飛
躍
的
に
高
め
る
と
と
も
に
、
学

習
へ
の
動
機
づ
け
を
重
視
す
る
。

。
部
落
問
題
・
人
権
問
題
、
啓
発
の
方
法
論
を
体
系
的
に
学

習
で
き
る
機
会
を
つ
く
り
、
啓
発
担
当
者
や
推
進
リ
ー
ダ

１
な
ど
の
養
成
を
重
視
す
る
。

。
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
や
関
心
、
学
習
要
求
、
生
活
要
求
と
部

落
問
題
学
習
を
結
び
つ
け
る
視
点
を
重
視
す
る
。

二
人
ひ
と
り
の
自
覚
と
実
践
を
求
め
る
と
と
も
に
、
人
権

が
尊
重
さ
れ
る
社
会
に
変
革
す
る
た
め
の
集
団
的
活
動
を

： 

重
視
す
る
。

７
、
学
習
効
果
を
高
め
る
た
め
に

。
「
仲
間
づ
く
り
」
の
視
点
を
も
つ

・
小
集
団
学
習
を
重
視
す
る

・
共
同
学
習
を
推
進
す
る

・
体
験
型
の
学
習
を
多
く
す
る

・
視
聴
覚
教
材
や
啓
発
冊
子
を
活
用
す
る

・
身
近
な
素
材
を
教
材
化
す
る

・
文
化
・
芸
術
作
品
を
教
材
化
す
る

・
学
習
の
企
画
・
運
営
へ
の
参
加
を
促
進
す
る

・
自
ら
表
現
し
た
り
、
実
践
す
る
こ
と
を
促
進
す
る

・
講
演
・
伝
達
型
、
体
験
・
話
し
合
い
型
、
独
学
型
の
学
習

を
組
み
合
わ
せ
る

⑤
以
上
の
事
を
ふ
ま
え
て
、
大
阪
府
と
し
て
の
部
落
解
放
・
人

権
啓
発
基
本
方
針
を
策
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
現

代
の
部
落
差
別
意
識
の
構
造
、
意
識
変
革
の
プ
ロ
セ
ス
、
そ
れ

を
促
進
す
る
た
め
の
啓
発
の
内
容
と
方
法
、
推
進
す
る
体
制
を

明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑥
行
政
機
関
の
役
割
と
民
間
啓
発
団
体
の
役
割
を
整
理
し
、
行

政
機
関
の
も
つ
社
会
性
、
人
的
、
財
政
的
な
力
と
、
民
間
啓
発

団
体
の
自
発
性
。
「
自
由
」
性
と
を
結
合
し
、
効
果
を
あ
げ
る
必

要
が
あ
る
。
従
っ
て
、
と
く
に
行
政
機
関
の
人
的
・
財
政
的
な

と
い
う
視
点
が
何
よ
り
大
切

２
、
人
権
問
題
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
身
近
な
生
き
方
に
関
す

る
問
題
と
の
視
点
が
必
要

３
、
啓
発
に
お
け
る
府
と
市
町
村
の
役
割
と
機
能
分
担
の
視
点

が
必
要

４
、
柔
軟
な
発
想
で
、
時
宜
に
か
な
っ
た
事
業
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
展
開
す
る
視
点
が
必
要

５
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
、
府
民

の
国
際
感
覚
、
人
権
感
覚
を
醸
成
す
る
視
点
が
必
要

（
啓
発
の
実
施
に
あ
た
っ
て
）

１
、
啓
発
媒
体
の
活
用
…
…
そ
の
機
能
と
各
媒
体
の
特
性
を
生

か
し
た
使
い
分
け

２
、
マ
ス
コ
ミ
の
活
用

３
、
文
化
、
芸
術
の
重
視

４
、
イ
ベ
ン
ト
方
式
の
導
入

５
、
専
門
家
の
活
用

６
、
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
に
よ
る
啓
発
の
展
開

７
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
活
用

８
、
講
座
・
セ
ミ
ナ
ー

９
、
指
導
者
の
養
成

皿
、
他
の
啓
発
団
体
と
の
連
携

側
「
部
落
解
放
・
人
権
啓
発
の
発
展
の
た
め
に
（
提
一
一
一
一
巳
」
（
第
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覇
Ｓ
畷
課
蝸
絲
（
存
簿
）

⑪
部
落
解
放
と
人
権
の
確
立
を
め
ざ
す
啓
発
活
動
は
、
か
つ
て

な
い
規
模
と
広
が
り
を
も
っ
て
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

面
で
の
強
化
と
民
間
啓
発
団
体
の
自
発
性
の
促
進
が
大
き
な
課

題
と
い
え
る
。

、
情
報
化
社
会
を
迎
え
て
、
情
報
産
業
が
巨
大
化
し
て
き
て
お

り
、
そ
れ
ら
が
人
び
と
の
意
識
に
与
え
て
い
る
影
響
は
ま
す
ま

す
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
従
来
の
啓
発
の
枠
組
み
を
越
え
て
、

情
報
産
業
の
社
会
的
責
任
と
し
て
人
権
意
識
の
確
立
を
位
置
づ

け
、
自
発
的
な
と
り
く
み
を
促
進
す
る
た
め
の
施
策
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。

⑧
差
別
事
件
に
対
応
す
る
啓
発
の
あ
り
方
の
検
討
・
強
化
、
ま

た
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
制
度
確
立
に
む
け
て
、
と
り
く
み

を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
。

⑨
同
和
対
策
事
業
改
革
の
と
り
く
み
と
連
動
し
て
、
啓
発
の
あ

り
方
を
検
討
し
て
い
く
視
点
が
重
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

自
立
・
自
覚
を
高
め
る
「
啓
発
」
充
実
の
視
点
や
人
材
養
成
の

視
点
を
し
っ
か
り
と
ふ
ま
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

Ⅲ
国
際
化
時
代
を
迎
え
て
、
外
国
人
労
働
者
の
問
題
な
ど
新
た

な
課
題
の
発
生
、
高
齢
化
社
会
を
迎
え
て
高
齢
者
の
人
権
問
題

の
拡
大
な
ど
、
人
権
施
策
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
こ

と
の
認
識
を
明
確
に
し
、
施
策
の
抜
本
的
な
充
実
に
と
り
く
む

必
要
が
あ
る
。｡｡｡⑤｡ｏｅ 

￣ 

Ｉ 

’ ’ ’ 
ﾋハ

￣ 

● 

さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
に
対
す
る
差
別
・
人
権
侵
害
が
存
在
し
て

お
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
人
権
啓
発
も
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に

広
が
っ
て
い
る
。
「
女
性
政
策
課
」
「
人
権
啓
発
課
」
あ
る
い
は

「
国
際
室
」
「
人
権
平
和
室
」
と
い
っ
た
行
政
機
構
が
新
設
さ
れ

て
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
実
態
を
分
析
検
討
し
、
人
権
（
啓
発
）
行
政
の
推

進
に
あ
た
っ
て
、
行
政
機
構
の
よ
り
よ
い
あ
り
方
を
考
え
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

⑰
各
方
面
に
お
け
る
部
落
問
題
を
中
心
と
し
た
教
育
・
啓
発
活

動
の
充
実
強
化
、
悪
質
な
差
別
事
件
に
対
す
る
と
り
く
み
の
た

め
に
は
、
そ
の
根
拠
と
な
る
法
的
整
備
が
必
要
で
あ
る
。

一
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